
機
関
造
林
に
み
る
現
代
の
林
政
・
林
業
財
政
問
題
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は

じ

め

に

農
林
業
に
お
い
て
と
り
わ
け
、
国
家
は
重
要
な
役
割

割
を
果
し
て
い
る
。
林
業
が
農
業
と
異
な
る
の
は
、
そ

の
役
割
が
い
っ
そ
う
大
き
く
、
か
っ
そ
の
関
与
が
直
接

的
で
あ
る
点
だ
ろ
う
。
近
年
そ
の
傾
向
が
促
進
さ
れ
て

い
る
。
国
の
関
与
の
具
体
的
な
局
面
で
あ
る
林
業
財
政

問
題
に
つ
い
て
、
本
誌
編
集
委
員
会
は
特
集
を
企
画
し

た
。
行
財
政
改
革
の
進
行
が
林
業
の
行
政
や
再
生
産
構

造
に
ど
う
い
う
影
警
を
与
え
る
か
が
重
要
な
論
点
で
あ

る
し
、
こ
れ
ま
で
こ
の
分
野
の
研
究
の
重
要
性
に
も
か

か
わ
ら
ず
業
績
が
少
な
く
、
今
後
の
論
議
の
展
開
を
期

待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
原
稿
依
頼
の
段
階
で

編
集
委
員
の
筆
者
ほ
か
が
総
論
部
分
を
分
担
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
総
論
と
し
て
は
、
林
業
財
政
・
金
融
と
林

業
生
産
活
動
を
包
括
す
る
収
支
勘
定
と
い
う
よ
う

な
課
題
が
あ
り
、
ま
た
、
当
面
す
る
行
財
政
改
革
の
問

題
等
が
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
公
的
機
関
|
都
道
府

県
、
林
業
(
造
林
)
公
社
、
市
町
村
、
森
林
開
発
公
団

林業経済

ー
に
よ
る
造
林
、
い
わ
ゆ
る
機
関
造
林
に
関
わ
る
林
政

と
財
政
問
題
に
集
約
し
て
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
た

L
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こ
の
企
画
に
つ
い
て
、
本
号
で
は
二
編
の
み
と
な
っ

た
が
、
今
後
、
シ
リ
ー
ズ
で
数
編
の
論
稿
が
出
さ
れ
る

予
定
と
な
っ
て
い
る
。

一
、
最
近
の
造
林
動
向

近
年
、
造
林
の
停
滞
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
既
に

人
工
林
一
千
万
加
を
達
成
し
、
資
源
造
成
の
重
点
は
保

育
に
移
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
今
後
の
林
業
の
再
生

産
構
造
の
在
り
方
を
占
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
最

近
の
林
業
生
産
の
動
態
的
な
動
向
が
重
要
な
資
料
に
な

る。
ま
ず
、
造
林
の
動
向
を
み
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
も
国

家
の
役
割
の
著
し
い
増
大
、
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
最
も

重
要
な
局
面
が
国
公
営
造
林
で
あ
る
。

表

一
を
参
照
さ
れ
た
い
。
各
主
体
の
最
近
五
ヶ
年
の

人
工
造
林
実
績
と
そ
の
比
率
、
そ
の
間
の
ト
レ
ン
ド

f面

島

康

記
(東
京
大
学
農
学
部

〈
昭
和
五
回
、
五
八
年
度
の
造
林
面
積
の
比
率
で
示
し

た
)
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
言
い
た
い
の
は
、

造
林
面
積
の
五
五
%
を
国
公
営
の
も
の
が
占
め
る
こ
と
、

公
営
分
収
造
林
面
積
が
一
五
万
三
千

μ
に
達
し
、
そ

れ
は
民
有
林
造
林
面
積
の
二
七
%
を
占
め
、
私
営
造
林
)

の一

O
分
の
四
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
什

団
地
造
林
方
式
に
よ
る
造
林
補
助
金
の
か
さ
あ
げ
、
補

助
対
象
と
な
る
作
業
の
範
囲
の
拡
大
(
当
時
は
地
持
)
、

機
関
造
林
、
森
林
組
合
に
よ
る
作
業
実
行
と
い
う
、
い

わ
ゆ
る
組
織
的
・
計
画
的
・
高
能
率
の
基
本
法
林
政
の

実
態
を
な
す
造
林
方
式
が
定
着
し
て
き
て
い
る
昭
和
四

六
年
の
そ
れ
ら
比
率
を
み
る
と
、
造
林
面
積
三
三
万
七

千

μ
に
対
し
、
国
公
営
は
四
五
%
、
一
五
万
二
千

μ
で

あ
っ
た
。
造
林
活
動
が
停
滞
の
様
相
を
強
め
る
と
と
も

に
、
国
公
営
造
林
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
る
。
同
年
度

の
公
営
分
収
造
林
は
四
万
三
千

μ
で
あ
っ
た
。

国
公
営
分
収
造
林
に
つ
い
て
は
特
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

戦
前
期
の
そ
れ
は
、
公
有
林
野
整
理
統
一

事
業
に
か
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表-1

日夜日54~5 8 同比率 58/54 

私 営 34 7.9 44.5 93 

市 町 中す 4 8.9 6.2 98 

(うち分収造林〉 8.8 ) ( 1. 1 ) 83 

都道 府県 44.6 5.7 70 

(うち分収造林) ( 1 4.6 ) ( 1. 9 ) 82 

林業(造林)公社 84.4 1 0.8 85 

森林開発公団 4 5.1 5.8 40 

/ι、占、i 営 計 223.0 28.5 73 

国 有 林 2 1 1.1 27.0 68 

メ口込 E十 782.0 1 00 76 

資料 :林野庁造林課資料

有
、
慣
行
共
有
が
多
か
っ
た
が
、
個
人
有
地
も
少
な
く

な
く
、
中
小
所
有
者
の
林
地
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る

ω。

対
象
私
有
林
の
比
重
は
順
次
増
し
て
い
っ
て
い
る
。
五

四

t
五
八
年
度
五
ヶ
年
の
所
有
者
別
面
積
は
、
市
町
村

七
千
九
山
、
財
産
区
五
千

μ
、
慣
行
共
有
一
万
三
千
恥
、
こ

れ
ら
合
計
の
比
率
は
二
九
%
、
他
に
大
所
有
の
会
社
は

二
千
L

仰
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
国
等
に
よ
る
直
接
的
な
資
源
政
策
の
遂
行
に

加
え
て
、
民
有
林
造
林
の
費
用
が
国
費
や
財
投
資
金
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
度
合
が
著
し
く
高
ま
っ
た
こ
と
も
指

摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
り
わ
け
、
オ
イ

シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
景
気
刺
激
の
た
め
の
公
共
事
業
増
加

策
の
中
で
造
林
予
算
も
ふ
や
さ
れ
、
植
裁
か
ら
保
育
ま

で
一
貫
し
て
高
率
補
助
金
が
適
用
さ
れ
る
森
林
総
合
整

備
事
業
が
登
場
し
、
懸
案
と
な
っ
て
い
る
人
工
林
保
育

と
低
迷
を
続
け
る
造
林
の
水
準
維
持
が
図
ら
れ
た
。
そ

の
事
業
費
は
民
有
林
造
林
補
助
費
の
大
出
子
空
白
め
る
に
至

り
、
そ
の
比
率
を
増
し
て
い
る
(
六

0
年
度
予
算
案
で

は
六
六
%
)
。
こ
の
事
業
の
主
体
は
市
町
村
、
公
社
(
森

林
整
備
法
人
)
、
森
林
組
合
と
な
っ
て
お
り
、
公
営
造

林
と
森
組
事
業
を
促
進
し
て
い
る
。
保
育
の
促
進
の
た

め
に
、
こ
の
ほ
か
、
間
伐
促
進
対
策
事
業
(
六

0
年
度

案
五

O
億
円
l
非
公
共
)
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

の
性
格
を
も
っ
公
団
造
林
及
び
合
理
化
を
迫
ら
れ
て
い

る
国
有
林
造
林
を
除
い
て
堅
調
に
推
移
し
、
政
策
意
図

の
在
り
場
所
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
因
み
に
、
昭
和

四
六
年
の
公
団
を
除
く
公
営
造
林
面
積
に
対
し
五
八
年

度
の
そ
の
実
績
は
七
五
%
で
あ
る
。
そ
の
頃
は
、
現
在

の
形
で
の
公
営
造
林
方
式
が
高
い
水
準
を
示
し
た
時
期

で
あ
る
。

国
有
林
を
含
む
公
営
造
林
は
、
今
後
と
も
資
源
政
策

の
中
核
的
機
能
を
果
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
五
八
年
度
の

国
公
営
造
林
七
万
恥
水
準
は
、
国
産
材
供
給
の
現
水
準

(
伐
採
材
積
四
千
万
吋
)
の
四
分
の
三
を
賄
う
資
源
量

で
あ
る
。
造
林
は
林
業
の
生
産
基
盤
造
成
の
意
義
を
も

つ
が
、
資
源
の
賦
存
状
況
・
所
有
形
態
は
素
材
生
産
の

在
り
方
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
素
材
生
産
の
能

率
の
重
要
な
要
因
が
対
象
森
林
の
団
地
規
模
で
あ
り
、

素
材
生
産
業
者
の
規
模
は
国
・
.
公
有
林
の
森
林
の
同
地

規
模
と
計
画
的
処
分
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る

ω。

一
方
の
私
有
林
の
零
細
分
断
的
利
用
、
財
産
保
持
的
性

向
が
施
業
の
計
画
化
・
組
織
化
の
行
政
努
力
に
よ
り

緩
和
さ
れ
る

こ
と
は
否
定
す
る
も
の
で
な
い
が
、
字
義

通
り
の
計
画
生
産
は
国
公
営
造
林
に
お
い
て
で
あ
り
、

労
働
力
不
足
、
労
賃
上
昇
が
能
率
向
上
、
大
機
械
の
使

用
を
い
っ
そ
う
強
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
両
者
の
資

源
の
木
材
生
産
に
お
い
て
も
つ
意
義
は
い
っ
そ
う
明
確

に
分
化
し
て
こ
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
国
産
材
需
要

の
動
向
如
何
で
事
情
は
異
な
っ
て
こ
よ
う
。
現
在
の
需
要

水
準
を
前
提
に
す
れ
ば
、
一
方
は
循
環
的
な
再
生
産
が

行
わ
れ
、
一
方
は
聞
け
つ
的
な
再
生
産
は
な
さ
れ
よ
う

(2) 

%) 

施行主体男IJ人工造林面積及び比率

(千晶α

二
、
国
公
営
造
林
及
び
公
営
分
収
造
林
の
意
義

さ
て
、
と
の
よ
う
な
動
向
を
ど
う
評
価
す
る
か
。

国
公
営
造
林
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
林
業
生
産
の

中
心
と
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
公
営
造
林
の
う
ち
で
は
特
異

昭
和
四

0
年
代
に
入
り
我
が
国
経
済
が
寡
占
体
制
を

強
め
、
機
械
設
備
の
高
度
化
、
資
本
輸
出
と
農
産
物
輸

入
が
進
む
中
で
、
離
農
や
出
稼
不
能
の
形
で
大
量
に
発

生
し
た
過
剰
人
口
の
就
業
機
会
を
公
的
機
関
に
よ
る
造

林
が
創
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
低
成
長
期
に
入
っ
て
そ
の

要
請
が
よ
り
強
ま
っ
て
い
る
。
中
高
年
齢
化
し
た
山
村

過
剰
人
口
の
就
業
の
場
の
確
保
は
社
会
不
安
を
著
し
く

緩
和
し
て
い
る
。

市
町
村
行
造
林
に
つ
い
て
は
、
能
率
的
大
規
模
な
造

林
・
資
源
化
を
目
指
す
よ
り
は
、
後
者
、
一
雇
用
機
会
の

創
出
と
、
国
が
放
棄
し
た
部
落
有
林
統
一
政
策
の
実
態

的
な
裏
打
ち
|
統
一
林
野
の
資
源
化
を
、
ま
た
入
会
林

野
の
近
代
化
政
策
の
促
進
の
た
め
の
資
源
化
を
、
公
社

造
林
と
と
も
に
、
し
か
も
公
社
が
行
わ
ぬ
小
規
模
造
林

を
丹
念
に
実
施
凡
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
機
能
分
担

が
指
摘
さ
れ
る
(
。

三
、
公
営
造
林
の
収
支

「
造
林
補
助
金
か
ら
融
資
へ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
造

林
推
進
の
財
政
構
造
は
、
公
営
造
林
の
進
展
に
よ
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
表
二
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
昭

和
四

O
年
に
国
の
造
林
費
補
助
予
算
額
を
公
庫
造
林
資

金
融
資
額
が
超
し
、
一
時
期
そ
の
懸
隔
は
二
倍
以
上
に

達
し
た
。
前
記
し
た
事
情
に
よ
り
そ
の
差
は
縮
小
す
る

が
、
近
年
の
林
政
の
特
徴
を
な
す
事
業
が
融
資
に
よ
り

展
開
を
み
て
い
る
構
造
で
あ
る
。

昭
和
五
八
年
度
農
林
公
庫
の
造
林
資
金
融
資
額
の
四

五
%
が
公
社
、
二
二
%
が
都
道
府
県
、
一
八
%
が
市
町

%，千μ)

民有林造林補助予算額及び農林漁業

金風公庫造林資金貸付額の推移

林業関係一般会計予算 公庫林業資金 比 率 (参考〕

年
総額 公共事業 民有林造 総額 造林 (o ω 信) 造林面積

度 ω 費 倒 林補助(o 。資金 ω (:6 む) (o 計 民有林

昭 35 1 5，569 1 3，81 3 3.1 28 4.4 32 1，781 22.6 40.1 57 404 316 

40 30，920 26，998 4，975 13，323 7，551 18.4 56.7 152 372 284 

45 67，280 56，373 9，082 2 1，20 6 12，831 16.1 60.5 141 354 269 

50 157，580 132，733 18，702 5 1，3 1 1 40，688 14.0 78.3 218 229 170 

55 356，690 296，306 35，548 70，4 0 6 56，653 12.0 80.5 159 164 116 

58 365.1 44 307，260 35，813 68，306 57，006 1 1. 7 83.5 1 59 136 103 

資料 .'林業統計要覧及び公庫月報

ら
ん
で
官
行
造
林
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
側
面
援
助
と

基
本
財
産
造
成
、
模
範
林
等
造
林
奨
励
策
の
一
環
と
し

て
府
県
営
造
林
と
し
て
行
わ
れ
た
。
戦
後
、
官
行
造
林

は
廃
止
さ
れ
、
分
収
造
林
特
別
措
置
法
の
制
定
と
農
林

漁
業
金
融
公
庫
に
よ
る
財
政
投
融
資
資
金
融
資
制
度
の

整
備
を
得
て
、
そ
れ
ら
政
策
は
よ
り
広
い
一
般
的
な
資

源
政
策
の
拡
充
を
内
包
し
つ
つ
市
町
村
営
造
林
、
次

い
で
造
林
F

林
業
)
公
社
営
・
府
県
営
造
林
と
し
て
展

開
す
る
。

そ
れ
ら
公
営
造
林
の
特
徴
を
端
的
に
示
す
公
社
造
林

の
対
象
地
域
を
み
る
と
、
当
初
は
市
町
村
有
、
財
産
区

'85・3

が
資
産
と
し
て
維
持
さ
れ
る
と
と
に
な
ろ
う
。
因
み
に
、

昭
和
五
三
年
度
林
業
動
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
素
材
生
産

業
者
の
二
四
%
を
占
め
る
年
生
産
量
二
千
ぽ
以
上
の
業

者
層
が
全
素
材
生
産
量
の
七
五
%
を
生
産
し
て
い
る
。

先
程
の
将
来
の
国
公
有
林
材
生
産
量
の
試
算
の
シ
ェ
ア

に
対
応
す
る
数
値
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
群
小
業
者
は
、

土
地
産
業
で
あ
る
か
ら
小
規
模
生
産
は
残
る
だ
ろ
う
か

ら
、
私
有
林
生
産
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
を

鮮
明
に
示
す
た
め
極
論
す
れ
ば
国
産
材
時
代
の
再
生
産

構
造
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
極
化
構
造
が
考
え
ら
れ

る。
公
営
分
収
造
林
に
関
し
て
は
、
前
記
し
た
公
営
造
林

の
意
義
に
加
え
て
、
生
産
力
発
展
に
お
け
る
生
産
関
係

の
矛
盾
、
零
細
分
断
的
な
土
地
所
有
・
土
地
利
用
の
矛

盾
を
妥
協
的
に
(
高
地
代
分
収
造
林
方
式
に
よ
り
)
緩

和
す
る
意
義
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
府
県
行

造
林
、
公
社
造
林
は
一
団
地
規
模
の
低
限
が
決
め
ら
れ

(
五
な
い
し
一

ohか
)
、
高
能
率
の
造
林
と
生
産
が

前
提
的
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
公
社
な

ど
公
営
造
林
は
奥
地
劣
等
地
が
対
象
に
な
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
(
最
近
は
近
聞
の
優
等
地
が
公
社
造
林
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
)
、
伐
採
時
に
は
多
額
の
林
道
投

資
が
公
共
投
資
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

公
営
造
林
の
意
義
に
つ
い
て
、
加
え
て
、
我
が
国
経

済
構
造
と
直
接
関
連
す
る
、
山
村
、
農
山
村
の
雇
用
創

出
の
機
能
が
指
摘
さ
れ
る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
こ

の
機
能
は
当
面
は
最
も
重
要
で
あ
り
、
政
策
担
当
者
に

と
っ
て
最
も
切
実
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

(百万円，

(3) 
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村
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
合
計
は
八
四
%
に

達
し
て
い
る
。
そ
の
比
率
は
五
四
年
及
び
五
五
年
七
八

%
、
五
六
年
八
O
%
、
五
七
年
八
二
%
と
い
う
よ
う
に

年
々
高
ま
り
、
造
林
資
金
融
資
が
公
営
造
林
に
対
応
す
る

一

制
度
と
し
て
の
性
格
が
年
々
強
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
公
社
造
林
の
資
金
需
要
増
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

五
四
年
の
公
社
融
資
分
泳
三
七
%
で
あ
っ
た
。
な
お
、

公
庫
融
資
に
よ
る
造
林
の
民
有
林
造
林
に
占
め
る
と
こ

数
年
の
シ
ェ
ア
は
、
一
一
一
一
二
J
三
五
%
で
あ
る
は
。

造
林
を
融
資
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
森
林
経
営
と
し

て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
。
森
林
経
営
は
従
来
、

自
家
労
力
を
含
め
て
自
己
資
金
や
補
助
金
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
き
た
。
林
業
公
社
の
よ
う
に
資
金
の
主
要
部
分

を
融
資
に
よ
る
経
営
は
、
歴
史
的
に
は
特
異
で
あ
る
。

造
林
の
融
資
に
よ
る
推
進
の
背
景
は
林
業
の
産
業
と
し

て
の
確
立
を
目
指
し
た
k
い
わ
れ
る
林
業
基
本
法
の
制

定
に
求
め
ら
れ
る
に
し
て
も
旬
、
極
長
期
性
を
特
徴
と

す
る
森
林
経
営
が
融
資
を
主
と
す
る
資
金
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
し
か
も
、
収
益
分
収

〈
土
地
所
有
者
四
割
取
得
〉
の
経
営
が
で
あ
る
。
森
林

経
営
に
つ
い
て
は
、
長
期
性
に
基
づ
く
低
収
益
性
に
加

え
て
、
投
資
の
危
険
性
、
投
資
回
収
の
不
確
実
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
刷
。
全
国
四
四
公
社
の
出
資
金
等
拠
出

金
総
額
一
O
億
円
に
対
し
て
、
借
入
金
銭
高
は
農
林
公

庫
一
、
六
三
三
億
円
、
府
県
六
六
二
億
円
、
市
中
銀
行

一
一
九
億
円
等
、
合
計
二
、
四
五
七
億
円
と
な
っ
て
い

る
(
五
七
年
度
末
)
。
五
八
年
度
の
資
金
調
達
額
四
九

六
億
円
の
円
訳
は
、
補
助
金
(
国
・
県
)
一
七
%
、
公

庫
借
入
金
四
八
%
、
府
県
か
ら
の
借
入
金
二
九
%
、
そ

の
他
借
入
金
等
六
%
で
あ
る
。
既
に
公
庫
資
金
の
元
利

償
還
期
に
入
っ
て
い
て
、
借
入
金
元
利
償
還
額
は
五
七

年
度
で
八
九
億
円
で
あ
り
、
借
入
金
に
よ
っ
て
そ
れ
を

払
う
と
い
う
財
務
構
造
に
陥
っ
て
い
る
。
債
務
保
証
者

で
あ
る
府
県
の
負
担
も
増
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
発

足
当
初
、
材
価
は
未
だ
好
調
で
あ
り
、
間
伐
収
入
に
よ

り
借
入
金
支
払
が
な
さ
れ
る
筈
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
、

森
林
経
営
の
性
格
を
考
え
る
と
安
易
と
い
う
ほ
か
な
い

(
こ
の
点
は
、
当
時
の
筆
者
の
考
え
方
を
省
る
と
、
共

通
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
)
。

公
社
の
今
後
の
元
利
償
還
の
見
通
し
は
、
昭
和
七

0

年
度
三
七
六
億
円
、
八

0
年
度
六
九
四
億
円
、
九

0
年

度
七
八
O
億
円
、
一

0
0年
度
八
二
九
億
円
問
、
と
見

込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
主
伐
期
に
入
っ
て
も
、
到

底
返
済
が
で
き
な
い
額
で
あ
る
則
。
林
野
庁
は
、
現
在

の
造
林
利
廻
り
を
二
・
九
%
(
分
収
造
林
一
・
九
%
〉
、

補
助
金
を
除
い
た
自
己
負
担
分
に
つ
い
て
は
三
・
八
%

(
同
二
・
八
%
)
と
計
算
し
て
い
る
問
。
公
庫
資
金
の

利
率
は
補
助
残
融
資
六
・
五
%
、
非
補
助
三
・
五
%
で

あ
る
。
材
価
上
昇
を
織
込
め
ば
当
該
林
分
に
か
か
る
事

業
収
支
は
合
う
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、

主
伐
期
に
入
る
ま
で
経
営
は
維
持
で
き
な
い
。
静
一
.
一
か

国
有
林
と
な
る
こ
と
は
必
歪
で
あ
る
。

対
策
と
し
て
、
公
庫
融
資
率
(
現
行
九
O
鉱
山
〉
の
改

善
、
管
理
費
資
金
及
び
利
払
い
資
金
の
融
資
据
置
期
間

の
延
長
、
利
率
の
低
減
が
要
望
さ
れ
、
ま
た
、

.基
金
造

成
な
ど
自
助
努
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

沢
村
村
有
林
の
ば
あ
い
に
お
い
て
も
最
近
赤
字
経
営
に

な
り
、
伐
期
延
長
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
林
道
作

設
な
ど
自
前
で
行
う
皆
伐
人
工
造
林
の
循
環
的
経
営
が

成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
。

私
有
林
経
営
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
自
家
労
働
に
よ

る
も
の
を
除
い
て
は
、
現
在
そ
れ
が
安
定
的
に
維
持
さ

れ
る
た
め
に
は
、
資
産
維
持
的
傾
向
を
い
っ
そ
う
強
め
、

収
入
間
伐
の
繰
り
返
し
と
伐
期
延
長
に
よ
り
支
出
を
抑

え
、
家
計
支
出
に
見
合
う
だ
け
の
伐
採
を
行
う
方
法
よ

り
な
い
。

今
後
と
の
分
野
で
は
、
山
林
所
有
者
の
世
代
交
代
が

進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
受
託
を
含
む
森
林
組
合
に

よ
る
組
織
的
生
産
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

四
、
公
営
森
林
経
営
に
対
す
る
融
資
の
作
用

林
業
関
係
一
般
会
計
予
算
の
大
宗
を
公
共
事
業
費
が

占
め
(
五
九
年
度
予
算
で
は
八
四
%
)
、
そ
の
過
半

(
五
四
%
)
が
治
山
費
、
残
額
の
半
分
(
同
二
八
%
)

が
林
道
費
、
そ
の
残
り
の
半
分
(
同
一
四
%
)
が
造
林

費
(
補
助
)
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
民
有
林
造
林
費
補

助
の
比
率
は
低
下
す
る
ば
か
り
と
い
う
一
般
会
計
予
算

の
構
成
の
変
化
は
、
私
営
造
林
活
動
の
低
迷
を
背
景
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
農
林
公
庫

資
金
融
資
に
依
存
し
、
公
営
造
林
の
形
で
造
林
活
動
の

維
持
、
展
開
が
図
ら
れ
て
き
た
。
一
般
財
政
プ
ラ
ス
財

投
の
形
の
政
策
展
開
が
「
補
助
金
よ
り
融
資
へ
」
の
転

換
の
実
体
的
内
容
で
あ
る
。
そ
の
付
加
さ
れ
た
部
分
|

公
営
造
林
は
、
今
後
の
林
業
の
再
生
産
構
造
を
予
想
す

い
く
つ
か
の
県
の
林
業
公
社
に
関
し
て
、
設
立
当
初

の
目
的
で
あ
っ
た
旧
薪
炭
林
地
帯
の
拡
大
造
林
の
推
進

の
目
標
を
達
成
し
、
厳
し
い
財
政
運
営
の
中
で
存
否
が

検
討
さ
れ
る
時
期
が
続
い
た
。
し
か
し
、
行
財
政
改
革

に
よ
り
、
国
有
林
の
合
理
化
・
改
善
計
画
が
進
め
ら
れ

て
い
る
の
と
対
照
的
に
、
所
謂
品
印
刷
附
静
か
活
用
の
組
織

と
し
て
、
ま
た
、
保
育
・
再
造
林
を
含
め
た
地
域
資
源

の
造
成
・
管
理
の
組
織
と
し
て
、
見
直
さ
れ
る
気
運
に

あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
分
収
造
林
特
別
措
置
法
の
改
正

に
よ
り
森
林
整
備
法
人
と
し
て
資
源
政
策
上
の
法
人
格

が
付
与
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
公
社
の
な
か
っ
た
県
に
も
整

備
法
人
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
六

0
年
度
に
は
、

特
定
保
安
林
緊
急
整
備
造
林
費
と
し
て
、
は
じ
め
て
公

社
の
管
理
費
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
と
と
に
な
る

(
予
算
案
一
O
億
円
〉
。

府
県
営
造
林
の
ば
あ
い
、
公
社
の
よ
う
に
資
金
の
大

部
分
を
融
資
に
依
存
す
る
財
務
構
造
に
は
な
い
。
昭
和

五
四
年
度
の
収
入
四
六
九
億
円
の
四
二
%
が
林
業
収
入

で
あ
り
、
起
債
依
存
は
二
三
%
で
あ
る
川
。
府
県
営
林

に
対
し
て
昭
和
四
七
年
度
以
前
は
公
庫
融
資
の
対
象
と

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
公
社
設
立
の
契
機
と
な
っ

た
の
だ
が
、
多
く
の
府
県
で
府
県
行
造
林
を
公
社
造
林

に
代
位
さ
せ
る
方
向
が
と
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
代
位
の

理
由
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
「
一
般
財
源
を
投
入
し
て
、

県
下
の
特
定
地
域
の
造
林
の
み
重
点
的
に
推
進
す
る
の

唯
一
哨
題
州
哨
什
」
、
「
農
林
公
庫
資
金
を
活
用
し
、
動

力
的
、
能
率
的
に
に
特
定
地
域
の
造
林
を
推
進
す
る
」

た
め
(
傍
点
引
用
者
)
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

ω。
補
助

林業経済
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金
か
ら
融
資
へ
の
移
行
は
、
ま
さ
に
こ
の
強
か
静
に
事

業
費
が
得
ら
れ
た
点
に
あ
る
。
事
業
費
の
半
分
の
融
資

を
受
け
れ
ば
事
業
量
を
倍
に
伸
ば
せ
る
、
と
当
時
言
わ

れ
た
。
府
県
財
政
の
規
模
は
限
ら
れ
て
い
る
。
基
本
法

林
政
に
よ
り
行
政
事
務
は
増
す
一
方
、
人
員
は
削
減
さ

れ
こ
そ
す
れ
ふ
え
る
こ
と
は
な
い
。
造
林
事
業
拡
大
の

行
政
需
要
に
弾
か
砂
に
対
応
す
る
第
一
一
の
行
政
組
織
が

公
社
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
林
業
状
勢
が
い
っ
そ
う
厳
し

さ
を
増
す
中
で
、
公
社
の
特
徴
と
さ
れ
た
特
定
地
域
振

興
の
目
的
が
よ
り
一
般
的
な
民
有
森
林
を
対
象
と
す
る

も
の
に
拡
大
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
、
い
ま
み
た
、
ど
お

り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
遷
の

一
方
で
、
府
県
営
林
自
体
に
お

い
て
も
、
財
務
構
造
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
公
庫
融
資

の
対
象
と
な
っ
て
以
降
、
起
債
依
存
度
を
高
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
府
県
一
般
財
政
の
要
請
に
応
じ
て
過
伐
が

進
み
、
伐
採
対
象
林
分
が
枯
渇
し
、
材
価
の
低
調
も
加

わ
っ
て
、
多
数
の
県
で
赤
字
に
転
落
し
ド
そ
の
度
合
を

強
め
て
い
る
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る

ao

市
町
村
有
林
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
無
償
の
共
同
造

林
や
官
行
造
林
の
収
穫
が
財
政
を
潤
し
、
学
校
、
庁
舎

ほ
か
公
共
施
設
を
作
ら
せ
た
が
、
多
く
の
市
町
村
に
お

い
て
、
自
立
的
森
林
経
営
の
経
験
の
浅
さ
が
、
ま
た
山

村
自
治
体
財
政
の
困
難
さ
が
、
伐
採
収
入
を
一
般
会
計

に
繰
入
れ
、
費
消
し
、
融
資
に
依
存
し
、
造
林
を
進
め

る
安
易
な
方
針
を
生
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
森
林
経

営
の
長
い
伝
統
を
有
し
、
保
続
的
経
営
が
守
ら
れ
て
き

た
胃
ど
い
っ
て
よ
く
、
融
資
導
入
も
遅
か
っ
た
山
梨
県
富

(4) 

す
る
と
、
国
有
林
と
と
も
に
そ
の
中
核
的
部
分
を
な
す

こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
融
資
依
存
の
公
営
造
林
は
、
現
在
の
外
材

主
導
の
木
材
経
済
の
下
で
、
森
林
経
営
の
も
と
も
と
の

性
格
に
よ
っ
て
、
脆
弱
な
財
政
基
盤
し
か
持
っ
て
い
ぬ

こ
と
、
既
述
の
、
ど
お
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
公
営
造
林

の
現
代
的
機
能
が
集
約
さ
れ
た
形
の
林
業
公
社
に
お
い

て
、
そ
の
度
合
が
著
し
い
。

融
資
と
は
、
も
と
も
と
、
元
金
・
利
子
(
無
利
子
の

も
あ
る
が
)
の
返
済
能
力
の
あ
る
経
営
に
、
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
流
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る。

し
か

し
、
林
業
公
社
の
ば
あ
い
、
融
資
依
存
度
の
極
め

て
高

い
森
林
経
営
の
性
格
に
よ
っ
て
、
利
子
返
済
能
力
が
低

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
造
林
公
社
活
動
を
政
策

的
に
プ
ア
シ
ュ
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
経
済
・
財
政
政

策
の
構
造
的
矛
盾
、
と
い
う
よ
り
、
構
造
そ
の
も
の
が

そ
う
な
の
だ
、
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
の
林
政
に
お
け

る
位
置
づ
け
と
機
能
を
考
え
る
と
、
ま
た
、
債
務
に
追

わ
れ
、
常
に
経
営
努
力
、
自
助
努
力
を
強
い
ら
れ
る
経

営
的
性
格
を
考
え
れ
ば
、
相
当
額
の
補
助
金
で
で
も
そ

の
機
能
が
維
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
安
い
も
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
融
資
依
存
の
森
林
経
営
の
進
展
が
農
山
村

経
済
に
い
か
な
る
意
義
を
及
ぼ
す
か
で
あ
る
。

か
つ
て
県
費
に
よ
る
県
行
造
林
が
県
の
狙
自
の
資
産

を
形
成
し
、
住
民
に
よ
る
共
有
地
共
同
造
林
が
地
域
繁

栄
の
貴
重
な
財
産
を
造
っ
た
。
そ
れ
ら
森
林
の
再
生
産

に
、
既
述
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
融
資
が
入
り
込
む
こ

と
に
よ
り
、

経
営
の
蓄
積
は
利
子
に
置
き
か
え
ら
れ
る

(5) 
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こ
と
に
な
る
。
農
山
村
に
展
開
し
て
い
た

G
N
P
な
ど

に
表
わ
さ
れ
な
い
膨
大
な
実
物
経
済
が
経
済
政
策
に
よ

り
崩
援
し
、
金
融
資
本
を
頂
点
と
す
る
資
本
の
経
済
に

侵
蝕
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
土
地
・
森
林
を
基
盤
と
し

た
「
地
域
」
も
、
そ
れ
と
と
も
に
崩
壊
す
る
。
公
営
造

林
に
対
す
る
金
融
は
農
山
村
に
フ
ロ
ー
と
し
て
の
雇
用

の
場
を
創
っ
た
が
、
森
林
の
地
域
に
と
っ
て
の
生
産
的

な
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
価
値
を
減
殺
し
た
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
森
林
は
都

市
に
と
っ
て
の
資
源
と
化
す
こ
と
に
な
る
。
分
収
地
代

部
分
が
地
域
に
残
る
が
生
産
的
所
得
で
は
な
く
、
山
村

の
生
産
循
環
の
中
に
生
か
さ
れ
る
可
能
性
は
限
定
さ
れ
る
。

加
え
て
、
公
社
の
債
務
保
証
者
は
府
県
で
あ
る
。
公

社
経
営
健
全
化
の
た
め
の
島
勝
砂
か
は
、
府
県
の
財
産

|
森
林
・
土
地
の
売
却
に
及
ば
ぬ
と
い
う
保
証
は
な
い
。

市
町
村
の
ば
あ
い
も
同
様
で
あ
る
。

そ
の
自
助
努
力
の
う
ち
に
は
育
林
分
収
に
よ
る
収
入

確
保
が
入
っ
て
こ
よ
う
。
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
、
本
稿

を
終
り
た
い
。

過
日
、
筆
者
は
関
東
地
方
の
あ
る
町
に
育
林
分
収
の

事
例
調
査
に
出
掛
け
た
。
こ
の
町
の
ば
あ
い
分
収
権
発

売
が
材
価
の
ピ

l
ク
時
で
あ
っ
て
、
穀
物
の
先
物
取
引

で
い
え
ば
「
売
り
」
の
時
期
で
あ
っ
た
。
穀
物
取
引
な

ら
商
才
を
誇
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
相
手
は
多
数

の
都
市
住
民
で
あ
り
、
分
収
造
林
と
輿
な
り
収
穫
は
そ

う
先
の
こ
と
で
な
い
。
成
果
は
、
購
入
者
の
記
憶
が
そ

う
古
く
な
ら
ぬ
時
期
に
明
ら
か
と
な
る
。
売
手
は
町
と
い

う
公
共
団
体
で
あ
る
。
現
在
は
元
お
出
世
作
の
状
態
で
あ

林 業 経 済

り
、
町
の
信
用
や
林
業
・
山
村
に
疑
心
を
助
長
す
る
よ

う
な
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
二
度
と
で
さ
る
こ
と
で

な
い
、
と
担
当
者
は
語
っ
て
い
た
。
林
業
や
森
林
評

価
の
難
し
さ
を
物
語
る
事
実
だ
が
、
そ
の
担
当
者
は
、

ま
た
、
も
し
今
後
や
る
在
す
れ
ば
、
利
殖
は
問
如
と
し

な
い
、
森
林
・
山
村
に
関
心
を
求
め
る
緑
の
オ
ー
ナ
ー

と
し
て
の
高
額
で
な
い
拠
金
、
と
い
っ
た
性
格
を
も
っ
た

も
の
と
し
た
い
、
元
本
保
証
の
基
金
制
度
が
設
け
ら
れ

る
こ
と
も
必
要
だ
と
語
っ
て
い
た
。
育
林
分
収
制
度
は
、

収
入
源
と
し
て
考
え
る
な
ら
大
き
な
意
味
を
持
ち
得
な

い
か
も
知
れ
ぬ
。

こ
の
ほ
か
、
林
業
労
働
力
確
保
の
よ
う
に
、
中
心
的

な
課
題
で
あ
り
な
が
ら
解
決
の
糸
口
す
ら
み
え
ぬ
問
題

も
あ
る
。
現
在
の
産
業
政
策
の
視
野
か
ら
は
全
く
欠
落

し
て
い
る
シ
」
し
か
思
え
な
い
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
も
、

国
公
営
造
林
と
そ
の
成
果
で
あ
る
森
林
を
対
象
と
し
た

素
材
生
産
に
関
わ
っ
て
解
決
を
求
め
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
。

公
営
造
林
が
、
単
な
る
山
村
過
剰
人
口
の
安
楽
死
の
役

割
を
果
す
の
で
な
く
、
私
有
林
の
計
画
生
産
を
含
め
た
、

継
続
的
な
再
生
産
構
造
構
築
の
た
め
の
本
格
的
な
対
策

を
望
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

主

川
餅
回
治
之
「
民
有
林
の
現
状
と
公
社
造
林
」
、
林
業
経

済
=
二
七
号
、
一
九
七
五
年
。

間
赤
羽
武
、
餅
田
治
之
「
素
材
生
産
の
構
造
と
素
材
生
産

資
本
」
、
筑
波
大
学
農
林
社
会
経
済
研
究
第
二
刷
、
一
九

八
三
年
、
五
八
J
五
九
頁
、
な
ど
参
照
。

間
市
町
村
行
造
林
の
実
態
と
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
公

有
林
野
と
地
域
経
済
」
、
筒
井
迫
夫
編
著
「
公
有
林
野
の

現
状
と
課
題
」
所
収
、
公
有
林
野
全
国
協
議
会
、
一
九
八

四
年
、
参
照
。

凶
農
林
漁
業
金
融
公
庫
「
公
庫
月
報
」
、
一
九
八
二
年
八

月
号
、
一
九
八
四
年
八
月
号
。

間
筒
井
迫
夫
編
著
「
社
会
開
発
と
林
業
財
政
」

、
宗
文
館

書
庖
、
一
九
七
六
年
、
七
二
頁
、
な
ど
参
照
。

間
岡
和
夫
「
林
業
投
資
と
資
金
調
達
」
、
農
林
漁
業
金
融

公
庫
「
長
期
金
融
」
第
五
五
号
、
一
九
八

O
年。

川
林
野
庁
造
林
課
「
公
社
造
林
推
進
対
策
調
査
報
告
書
四

一
九
八
四
年
。

則
公
庫
資
金
の
利
率
は
低
い
が
、
造
林
の
長
期
性
が
高
利

と
同
じ
作
用
と
な
る
。
公
社
の
元
利
支
払
の
主
要
部
分
が

利
子
で
あ
る
。

同
林
野
庁
造
林
課
資
料
、
と
く
に
注
記
し
な
い
ば
あ
い
、

本
資
料
及
び
問
の
資
料
に
よ
る
。

印
公
有
林
全
国
協
議
会

「
都
道
府
県
営
林
管
理
経
営
問
題

検
討
調
査
報
告
書
そ
の
1

」
、
一
九
八
一
年
。

叫

前

掲

「
社
会
開
発
と
林
業
財
政
」
、
六
九
頁
。

同
公
有
林
全
国
協
議
会
、
前
掲
報
告
書
そ
の
2
、
一
九
八

一
年
、
参
照
。

仰
林
野
庁
「
公
有
林
経
営
動
向
の
実
態
に
関
す
る
調
査
報

告
書
」
、
一
九
八
一
年
。
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